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１【提出理由】

　当社は、本日開催の取締役会において、固定資産を譲渡することについて決議いたしました。これに伴い当社及び当

社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づ

き、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該事象の発生年月日

　2020年３月19日（取締役会決議日）

 

(2）当該事象の内容

①譲渡の理由

　経営資源の効率化を図るため、当社が所有する土地を譲渡することとしました。

 

②譲渡資産の内容

所在地 土地面積 譲渡益 現況

千葉県市川市東浜1丁目1番7

9,000㎡ 約38億円 賃貸資産
千葉県市川市東浜1丁目1番8

千葉県市川市東浜1丁目1番9

千葉県市川市東浜1丁目4番15

（注１）譲渡価額及び帳簿価額は譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます。

（注２）当社は「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布　法律第34号）及び「土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布　法律第19号）に基づき、2002年３月31日に上記

土地の再評価を実施し、原始取得価額を2,589百万円切り下げ、同額の土地再評価差額金を計上しており

ます。

 

③譲渡先の概要

　譲渡先につきましては、譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます。譲渡先は国内事業法人１社ですが、

当社との間に資本関係、人的関係及び取引関係として特記すべき事項はなく、当社の関連当事者には該当いたしませ

ん。

 

④譲渡の日程

　譲渡契約締結日（予定）　　　2020年３月23日

　譲渡資産の引渡日（予定）　　2020年６月30日

 

(3）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　本件固定資産の譲渡益約38億円は、引渡日の属する2021年３月期第１四半期決算に特別利益として計上し、同時

に土地再評価差額金2,589百万円（差損）を利益剰余金に振替えます。
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